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1.はじめに一史料と問題の所在-

1- 1. へ ラ ル ト の死去

1750 年9 月 ， 当時の イ ギ リ ス を代表す る総合月刊雑誌 「 ジ ェ ン 卜 ルマ ン ズ ・ マ ガ ジ ン』 に ，

l 通の遺言状が掲載さ れた l)。 遺言の主は名をへ ラ ル 卜 と い い ， お よ そ30 年前に ロ ッ テ ル ダ

ムからロンドンへわたってきた人物であるO同じ号の死亡者欄はこう伝えている O
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8 月17 日 の物故者。 へ ラ ル 卜 ・ フ ァ ン ・ ネ ッ ク ， エ ス ク ワ イ ア O 高名な マ ー チ ャ ン ト に

して，抜きんでた人格の持ち主2)。

ジェントルマン必読のこの高級誌が，一介のマーチャントの遺言状を 2ページにわたって紹介

するのは，きわめて異例なことであった。それまでの 20年におよぶ同誌の歴史をみても前例

はな l 'o死亡欄の記事は，さらにこう続けている。

24 万ポ ン ド も の財産は， そ の う ち10 万ポ ン ドが弟に遺贈さ れた ほか， 親類， 友人， チ ャ

リティに配分された。

貴族の平均的な年収がおよそ 5，000 '"""'10 ，000 ポ ン ド だ っ た こ の時代， へ ラ ル ト の遺産はその約

24'"""'50 倍に相当 し た。 こ れほ どの遺産であれば， だれがどれだけ相続す る のか， 世間の耳目

を引きつけるじゅうぶんな魅力をもっていたであろう。そんな読者の好奇心を先読みするかの

ように，遺言状を紹介する記事は相続者名とその額を細大漏らさず伝えている。

じっさい，へラルトの遺言状は関心を集めた。『ジェントルマンズ・マガジン』は冒頭に挙

げた記事に加え，さらに紙幅を費やして「解説記事」まで展開し，これだけの財産を遺した人

物の素顔に迫っている 3)。そのライヴァル誌で、ある『ロンドン・マガジン』でも，ほぼ同内容

の記事が同じような扱いを受けている 4)。また， r省察 道徳心 と そ の ひ と と な り 。 故へ ラ ル

ト・ファン・ネックの遺言』と題する匿名の小冊子の刊行もみた。この 30ページのパンフ

レットは，へラノレトの巨額の遺産をフ。ロテスタントの善行の結晶ととらえ，かれの人徳を宗教

的な立場から称揚するものであった 5)0かのホーレス・ウォノレポールもまた友人モンタギュへ

宛てた私信で遺言の内容に触れている 6)o

へラルトの遺言状は好奇心と信仰心から注目された。しかし，その価値は当時の人びとの好

奇心のみに供されるにとどまるものではな l 'oわれわれにとってもまた，興味深い内容を伝え

るものとなっている。これを手がかりに，近世ヨーロッパ商業資本主義の頂点に登りつめた，

ひとりの貿易商の社会的な結び、つきや心性に迫ることができるからである。

1-2. 遺言状と社会的な結び、っ き

ある個人の社会的紐帯やその質をつぶさにとらえることは，よほど包括的な史料が存在しな

いかぎりむずかしい。とりわけ 18世紀中頃にロンドンで活躍した上層貿易商については，名

誉革命期と比較して史料状況がよくなく，そのような恵まれたケースは例外に属する 7)。オラ

ン夕、、からわたってきた貿易商，それもヨーロッパ商業社会の最上層部に位置したひと握りの貿

易商ともなれば，実態にたどりつく可能性はいっそう低くなる。へラルトについても，かれの
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私生活をうかがわせる史料は現在，ほとんど手にすることができない。それゆえ，この遺言状

が唯一の手がかりとなる 8)。幸運なことに，かれが指示した遺贈先は 73ヵ所にのぼる。しか

も，通常，ほとんどの遺言書では家族や親類が遺贈先の大部分を占めるが，へラルトのばあい

は遺贈先の多くが親族以外の人びとで占められているのだ。ここから富裕な貿易商の日常的な

社会関係の一端を探り出せないだろうか。

へラルトの社会的結合や心性を探ることに，どのような意味があるのだろうか。それは以下

に述べるような近世という時代，とりわけ 18世紀という時代を理解するうえで，へラルトの

ような大貿易商の活動はひとつの手がかりとなるからであり，その活動条件に迫るには，貿易

商個人の社会的結合のありかたをとらえる必要があると考えるからである O

ヘラルトがロンドンへわたったのは，フランスではナントの勅令廃止 0685年)，イングラ

ンドでは名誉革命 0688年)を口火として，カトリシズムとプロテスタンテイズムとの対抗が

またもや先鋭化し，宗教や政治をめぐる問題が国内的にも国際的にも再燃しつつあった時期に

あたる。また，当時の最先進国オランダが誇った経済的な優勢がしだいに失われはじめ，新興

の島国イングランドと大陸の超大国フランスの両国が，当時劇的に成長しつつあった植民地貿

易をめぐって争奪戦を繰りひろげ始めた時期でもあった。宗教と経済をめぐり，英仏をはじめ

とする西欧の各国は，百年以上にもわたる断続的な戦争状態に陥ることになる。戦費は空前の

規模に達し，各国の財政は極度に肥大化した。本格的な「公債依存型」の国家財政システムが

誕生したのは，こうした状況に対応するためだった9)。国家による資金需要の増大にこたえた

のは，アムステルダムを中心としロンドンやパリにまでおよぶ資本市場にほかならない 10)。資

本の国際移動は有史いらい最大規模に達し，金融取引をあっかうヒトもまた，カネの流れとと

もに各地に移動したのである O

こうしたなか，多くの人びとが大陸からイギリスへと移動した。新たな経済機会を求める金

融取引の技術に長けたオランダの人びとやI lk宗教的・政治的迫害から逃れるためフランスや

ドイツから脱出したプロテスタント 12)，あるし川まイベリア半島から流れてきたセファルディム

系ユダヤ教徒などが13)，陸続とロンドンにわたってきた。多様な背景をもっ多様な人び、とが多

様なかたちで交差することによって，ロンドンを舞台に文化をめぐる差異が個人や集団の心性

に作りあげられていった。文化の境界はゆらぎ，消滅し，あるいはより鮮明に作られたのであ

る。こうした文化の相渉や連関は，個人の社会的な結び、つきや心性に大きな刻印を残したにち

がいない。へラルト・ファン・ネックもまたロンドンに移動することによって文化の相渉や連

関を経験し，大きな影響を受けたひとりにほかならなし」逆に言えば，文化の相渉という経験

は，かれの社会的結合や心性をとらえる導きの糸となるだろう。
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1-3. 視角 と 問題

へラルトのような貿易商の実態については，個別の貿易商の家族史や経営史のほか，プロソ

ポグラフィ研究， I コ ス (ズ) モ ポ リ タ ン的」 な経済活動， 宗派抗争を契機に国境を越えて出

現した「プロテスタント・インターナショナル」にもとづく商人ネットワーク， I外国人」 貿

易商・金融業者の移住先への「同化」などが姐上に乗せられてきた 14)。しかし，これらのアプ

ローチにはそれぞれ，貿易商の多様な活動が明らかにされる利点とともに，手法そのものに内

在する弱点があると思われる O

ひとつに視角の問題がある O個人の活動には，家庭における活動，日常生活における社会的

な活動，ビジネスや政治領域における活動といったように，いうまでもなくさまざまな側面が

あり，それらは相互に影響をおよぼす。しかし，研究上，それらの個々の局面が別個に精査さ

れることはあっても，それらを総合することはあまり試みられてこなかった。たとえば，近世

ヨーロッパ貿易商のコスモポリタン性はもっぱらビジネスの形態から規定されてきた。しかし

日常の私的な活動やかれらの心性との関係を問うことによって，経営の実態をたどるだけでは

たどりつけない，はるかに陰影に富む近世ヨーロッパ貿易商像が得られるのではないだろうか。

近世最末期における貿易商のコスモポリタンなビジネス文化を成り立たせた前提条件は，さま

ざまなレヴェルの活動を総合する視角から浮かびあがるであろう 1 5)。

もうひとつは，文化の本質主義的なとらえかた，すなわち文化的な差異が本質的に存在する

ことを議論の前提に据えてしまう問題である。たとえば「同化」を論じるばあい，文化がそれ

を分析する研究者によって当該人物の出身先や移住先のナショナリティに属性としてあらかじ

め同定=固定=純粋化されがちだ。このようなアプローチでは，問題設定した時点で結論がな

かばア・プリオリに決定されてしまう。また，貿易商のコスモポリタン性に注目する議論でも，

結局， I無国籍」 や 「世界市民」 と い う 名の本質性が想定さ れて し ま い ， そ の結果， ほ と ん ど

の結論があらかじめ用意されたコスモポリタンということばに自己言及的に回収・還元される O

ナショナリティにしろ，コスモポリタンにしろ，その内実を構成するのは純粋無垢で本質的な

文化ではなし 1。文化の構成要素が多様である以上，それが構成される契機とそのありかたが問

われるべきであろう。

この小論では個人の空間移動に注目し，それに付随して起きた文化の相渉や連関が，し、かな

るかたちで個人に文化の差異をもたらすのか，さらには文化の差異が個人の活動をどのように

規定しているのかを探る。そこで重要なのは，あらかじめ「境界」が存在することを措定し，

それを「越境」することによって文化の相互交渉が発生する，とはしないことである O個人と

個人の相渉の結果，はじめて差異が「つくられ J，それと同時に境界が形成されて，文化が認

識，あるいは創造されるにいたると考えたい。文化の本質的な差異が存在しない以上，本質的

な「境界」もまた存在しない。それゆえ文化相渉とは，個人間の相渉の結果として文化の境界

4-
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が定義され，差異として認識される行為・現象となる。文化の本質的な境界や差異が存在する

と考えるかぎり，文化をナショナリティに「同化」させたり，ア・プリオリな議論に終始した

りする弊を打破することは難し l ' o

へラルト・ファン・ネックの遺言に文化の境界を見いだすことは可能なのであろうか。そこ

に文化の差異や境界があらわれているとすれば，それはし、かなるものであろうか。文化の相渉

や連関の局面をてがかりに，オラン夕、、からロンドンに移動したマーチャントの心性や，かれの

家族の社会的な結び‘つきを明らかにする。そこから浮かび上がるひとりの貿易商の重層的な心

性のありかたや社会的な結び、っきから，ビジネス活動の文化的な前提条件に迫りたい。のちに

近世ヨーロッパ資本主義の頂点に登りつめるへラルトとその家族の経験は，ロンドンという場

の特性や近世という時代，とりわけ 18世紀という時代がもった意味，さらには空間の移動に

伴う文化相渉・連関の諸相を如実に映し出すことであろう。

2. 遺言状と文化相渉

2-1.ロンドンへ

ファン・ネック家は，オランダ・ロッテルダムに中世以来 3世紀もつづいた，官職を保有す

るいわゆる「都市貴族」の家系である。へラルトとヨシュアの父コーネリアス・ファン・ネッ

クは，オランダ総督ヴィレム三世の陸軍主計長官をつとめた有力者であった 16) 0 1688 年の イ

ギリス名誉革命では，コーネリアスは総督にしたがってイングランドにわたっているOしかし

かれはイギリスには定住せず，総督ヴィレム三世がウィリアム三世としてイギリス国王に即位

したのち帰国し，その後は必要に応じて幾度か渡英するにとどまったようである O

コーネリアスは妻アンナ・ド・フロフとのあいだに 6男 l女をもうけた。長男へラルトと次

男ヨシュアのふたりを除いた男子 4名のうち，エイブラハムはホラント州司法長官に，ラン

イートはホラント州のペンショナリに，ヴィレムはマース卜リヒト大学教授に，ヤコフーはノ\ー

グ市長に就いている 1 7)。唯一の女子キャサリンも含めて，かれらはすべてオランダに残った。

かれらはオランダ社会の上層部に位置し，比較的安定した生活を送ったものと考えられる O

コーネリアスの長男へラルト・ファン・ネックは，名誉革命後の 1692年にハーグで生まれ

た。かれは 1 7 18年， 26 歳で ロ ン ド ンへわた り ， 2 年後の1720 年に は イ ギ リ ス 国籍を取得 し

ている 18)。いっぽう，弟のヨシュア・ファン・ネックは 1702年におなじくハーグで生まれ

た 19)。かれは 1 722年にオラン夕、、からロンドンの兄のもとへ赴き，兄が経営する貿易商会の社

員(アシスタント)として事業に参加している。ほどなくしてへラルトは，ヨシュアを共同経

営者(パートナー)に昇格させ， IGerard&JoshuavanNeck&co.J を設立 し ， I ジ ェ ネ ラ

ル・マーチャント」として海外貿易業を展開した。

「
リ
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1732 年， 弟の ヨ シ ュ ア はマ リ ア ン ヌ ( メ ア リ ・ ア ン ) ・ ド ビ ュ ー ズ と結婚 し た 20) 。 彼女の祖

父は，ナントの勅令の廃止によってフランス中西部のポァトゥーからロンドンへ避難してきた

ユグノーである。マリアンヌの父ステファン・ドビューズは，ロンドンのユグノーのなかで、も

ひじように富裕で有力な人物であった2])。なお，ユシュアは結婚の翌年， 1733 年に イ ギ リ ス

国籍を取得している O

兄のへラルトは 2度結婚しているが，再婚相手はユグノーのなかでも最富裕層に属した

サ-・ドゥニ・デュトリーの寡婦であった。彼女の父イラリ・ルヌーもまた，ナントの勅令廃

止によって，イギリスに逃れてきたボルドーの貿易商である 22)。

へラルトとヨシュアの兄弟はそろって，オランダ人ではなく，ユグノーの女性を妻として迎

えた。これはけっして偶然ではなし」たしかに当時のロンドンでは，オランダ人とユグノーと

の通婚は頻繁にあった。双方がプロテスタントであったため宗教的な障壁が低かったことや，

ビジネスの安定・成長手段として結婚が積極的に利用されていたことが，理由として挙げられ

る 23)。しかしそのいずれも，ヘラルトとヨシュアの妻がオランダ人やイギリス人ではなくユグ

ノーであることを積極的に説明していない。それを理解するためには，視野を通婚という現象

のみに限定すべきではなし1。あくまで，へラルトの社会的な結び、っきの総体に，ユグノーとの

通婚を位置づけることが必要であろう。ここでわれわれは，ヘラルトの遺言状をひもとかなけ

ればならない。

2-2. へ ラ ル ト の遺言状

神の名にお~)てOアーメンO

わたくしこと，マーチャントにしてロンドンに居住するへラルト・ファン・ネックは，

虚心坦懐にわが人生を振り返り，以下のように最後の遺言をしたため，ここに定める。な

によりもまず，わが魂を全知全能なる神に委ね，加うるに，祝福されたるわれらが救い主

イエス・キリストの思し召しによって，われを救い賜らんことを。願わくは，ここに指名

するわが遺言の執行人たちが，みずからの意志によって自由に差配せんことを。ただし，

いたずらに華美にはなるなかれ。

わが財産は，つぎに述べるとおりに分配すべし。

われは，准男爵サー・マシュー・デカーと，わが弟ヨシュア・ファン・ネックの両人を，

わが遺言の執行人に指名し，ここに任ずる。

わが遺言執行人が，以下に述べる遺産の分配に，いましばらくの時間を要すると思料し

たるときは，わが遺言執行人には，わが死の翌月から十二ヵ月の時間を与えん。ただし，
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なによりもまず，わが負債とわが葬儀の費用のすべてを，すみやかに支払うべし。

東インド会社へ。会社の病院のために 200ポンド

ロンドンはオースティン・フライアにあるオランダ人教会の執事へ教会の貧しき者の

ために 250ポンド

同教会の修繕と維持のために 750ポンド

同教会のふたりの聖職者へ 200ポンド

スレッドニ一ドル・ストリー卜にあるフランス人教会の 4人の聖職者へ

100 ポ ン ド (以下略) 24 )

へラルトは 1750年 8 月 17日， 58 歳で死去 し た。 かれの遺言状は1748 年10 月25 日 に作成

され，その後かれの死にいたるまで状況の変化により若干の修正が加えられている。遺言状は

1750 年8 月31 日 に ロ ン ド ン で， ふた り の遺言執行人の宣誓の も と ， カ ン タ ベ リ 検認裁判所か

ら検認を受けた。かれの遺言状にはじつに 73にものぼる遺贈先が金額とともに明記されてい

る(表 1 )。これらの遺贈先は， A I教会 ・ 病院関係J ， B I親族関係J ， C I友人関係①J， D

「友人関係②J， E Iそ の他」 と ， 5 つ の グループに大別で き る O こ れはへ ラ ル ト が遺言状で示

した遺贈者のグループ分けおよび，その記述の順序に従ったものである 25)。

「グループ AJは宗教・チャリティ色が濃い遺贈先から構成される。このグループに含まれ

る計 16の遺贈先のうち，病院は 5ヶ所，教会が 6ヶ所，聖職者が 5ヶ所である。そのうちオ

ランダにかかわるものは 4ヶ所，フランス(ユグノー)が 4ヶ所，イングランドが 6ヶ所ある。

遺贈額をみると，オランダ人教会には計 1，200ポンドを遺贈しているのに対して，フランス人

教会へは 650ポンドにとどまっている。イギリス国教会にいたっては，へラルトの私邸があっ

たパトニ教区の教区教会の牧師にわずか 30ポンドが贈られているにすぎな ~ )oつまり「グ

ループ AJでは，オランダ人教会に遺贈の重点が置かれたといえる。しかし，フランス人教

会にフランス人病院への遺贈額を加えると計 850ポンドになり，ユグノーとの結び、っきの深さ

もうかがえる。遺言状でみるかぎり，ヘラル卜の{/性はあくまで、非国教会系フ。ロテスタント，

すなわちディセンターとしてのそれであって，イギリス国教会には向いていなかったといえる。

「グループ BJはすべてへラルトの弟と妹であるOそのうち，すでに他界している者につい

ては，その子どもに遺贈がおこなわれている 26)。ひとりあたり l万ポンドの計 8万ポンドで，

遺産全体の 3割にもおよぶ。「グループ BJが遺産全額に占める割合は， 5 つ の グル ー プで

もっとも大きい。

ひじように親しかった友人やその妻・寡婦は「グループ CJに列挙されている。その筆頭に

挙げられたのは，遺言執行人にも指名されたサー・マシュー・デカーとその妻の計 600ポンド

- 7



人文学報

表1へラル卜・ファン・ネックの検認遺産目録

グ
ル
ー
プ

A

遺贈先 遺贈額(£) 備 考

企 l 東イ ン ド会社病院 200•2 オ ラ ン ダ人教会 (貧民のため) 250•3 オ ラ ン ダ人教会 (修繕費) 750•4 オ ラ ン ダ人教会 (聖職者二人に) 200
。 5 フ ラ ン ス 人教会 ( シ テ ィ 内 ・ 聖職者4 人に) 1ハ00 スレッドニ一ドル・ストリート

。 6 フ ラ ン ス 人教会 (聖職者の扶養 ・ 修繕費) 500
。 7 フ ラ ン ス人教会 (貧民のため) 50

企 8 セ ン 卜 ・ 卜 マ ス病院 120

企 9 セ ン ト ・ 卜 マ ス病院 (捨て子用) 200

4‘ 10セント・ジョージ病院 200
。 11フランス人病院 200•12GirardiriVanderDussen 200

女 13God-sonsandGod-daughters07 名) 1,700

4‘ 14Laurence 師 30

』‘ 15Fletcher 師 ( ロ ン ド ン ・ パ ト ニ教会) 30

16Marcomb 師 100•17AbrahamvanNeck の娘3 名に 唱1 0 ハUハ00•18GeertrudeStaal 10ハ000•19DinaMulda 10,000•20CatharinavanNeck 10.000•21亡き弟 Lambertの娘二人に 10,000•22WillemvanNeck 唱1 0 . 0ハ00υ•23JoshuavanNeck 10,000•24JacobvanNeck 10ハUハ00•25SirMatthewDecker 500 遺言執行人•26LadyDecker 100 (25) の妻

。 27AnnDupuy 500
。 28Mrs.Aurio1, wifeofMr.ElieAuriol 105
。 29SusanneMasse, eldestdaughterofEtienne 105 DanielOlivier(72) の妻•30CharlesvanNotten 300 遺言執行人・公債ディーラー

。 31DulaMon 7,000
。 32Mrs.Daubuzandherdaughter 200 Joshua の妻 ・ 義理の母

大 33BaronAngustusSchutz 200 神聖ローマ帝国領の男爵

大 34Hisbrothercol.Schutz 200 (33) の息子。 国王家政の官職保有者•35Hop 200 Hope(オランダの大商会) ?•36JohnHermanBi11erbeck 200
。 37Col.DeFeant 200
。 38Mr.JamesDulaMan 200•39HendrickvanOuryck , attheHague 200

40Eynard 師 200
。 41Mr.PeterSimond 200 遺言執行人・タバコ貿易・銀行

。 42Mr.ClaudeWaldo 100
。 43Majorde1aFarbe 100
。 44Mr.ClaudeDesmaretz 100 公債ディーラー

グ

ル

ー

プ
B

グ

ル

ー

プ
C
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表 1へラルト・ファン・ネックの検認遺産目録(続き)

グ
ル
ー
プ

D

遺贈先 遺贈額(£) 備 考

。 45Mr.ClaudeAubert 100 公債ディーラー

。 46Mr.JohnPeterBlaequiere 100 公債ディーラー

。 47Mr.JohnPorter 100 ロンドン市参事会員

。 48Mr.JamesPorter 100 (4 7) の弟

。 49Mr.MichaelRouge 100 公債ディーラー・タバコ貿易

。 50Mr.EtinneMasse 100 公債ディーラー・ (29)の父

。 51Mr.ClaudeAmyand 100 公債ディーラー・公債請負人

。 52Mr.StephenGodin 100 /ム\f主貝 ア「 イ ー フー ー

。 53Mr.StephenGuione 100
。 54Mr.GeorgedeSaussure 100
。 55Mr.FraneoiMayssard 100
。 56Capt.JamesdeNormandie 100 公債ディーラー

。 57Mr.JamesChalie 100 公債ディーラー

。 58Mr.MatthewTestas 100 公債ディーラー

。 59Mr.SamuelPeebel 100
。 60HenrydePutter 500
。 61MissReau , daughterCapt.Reau 200
。 62JamesCleoprdSimond 100 (4 1) の子ど も

。 63Mr.MarkLiotard 100
。 64Mr.FerFoye 100•65Mr.MarkCebasTutet 100
。 66Mrs.SussannahFrotin 500

大 67従業員 500 ファン・ネック商会の従業員

。 68DanielBonhoste 150 Gerard 個人のサ ー ヴ ァ ン 卜

大 69我が家のサーバント 350 へラルト宅のサーヴァント

企 70パトニ教区の貧民 200 へラル卜邸の教区の貧民救済

女 71イギリス人・オランダ人・フランス人の貧民 1.000ハ
。 72Mr.DanielOlivier 1,200 後のファン・ネック閉会パートナー

』‘ 73Mr.Walpole(Thomas) 120 ヨシュアの娘エリザベスの婿•※ JoshuavanNeek 100,000 商会の資金として

グ
ル
ー
プ

E

[凡例]・:オランダ@:ユグノ一企:イギリス大:その他空欄:未判明

出典: TNA, PROB11/782

である。デカーはオーストリア領ネーデルラントの出身で，リネン貿易において大成功をおさ

め，さらなる発展のためにイングランドに移ったという背景をもっ Oまた，経済学史上でも，

アダム・スミスに先立つ自由貿易論者の代表格として著名である 2にかれは，イングランドへ

移動後，東インド会社取締役や庶民院議員にも就任しているお)。へラルトとは深い親交があっ

たようで，遺言状には「生涯を通じた友情への，ささやかな感謝のしるしとして」と，特別に

へラルトからデカーへのことばが添えられている。また， 300 ポ ン ド の遺贈を受けたオ ラ ン ダ

人，チャールズ・ファン・ノッテンも重要である。かれは，オランダからわたってきた証券・

債券類のブローカーであった 29)。デカーとおなじく，かれにもまた「つねに抱いていた友情の
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しるしとして」と，へラルトからのことばが特別に書き添えられている O

ところが 1748年，サー・マシュー・デカーは，へラルトに先立って亡くなってしまう。デ

カーへの遺贈は，ヘラルトの死後にデカ一夫人が受け取っている。へラルトがデカーの代わり

に遺言執行人に指名したのは，有力なユグノーであるピーター(ピエール)・サイモン(シモン)

(1690-1785 年) で あ っ た。 かれの名 も こ の 「 ク、、ル ー プCJ にみえ る 。 デカ ーや フ ァ ン ・ ノ ッ テ

ンには劣るものの，かれらに準じる 200ポンドの遺贈を受けている。ピーター・サイモンの父

ピエールはフランスの南東部ドフィネの牧師で，ナントの勅令の廃止によって 1686年にオラ

ンダのゼーラントに逃れている。ピエールは当地でノルマンディから逃れてきたユグノーと結

婚し，ふたりの男子(ピーターとジャ yク・クレオパス)と，ふたりの女子をもうけた。その後，

息子のピーター・サイモンは，オランダ東インド会社に聖職者として派遣された父に同行して，

当時多数のユグノーが居住していた喜望峰に渡航している o 1703 年に父 と と も に オ ラ ン ダに

戻った息子ピーターは，ユグノーが経営するアムステルダムのフィゾー商会に徒弟奉公に出

た30)。かれがロンドンにわたってきたのは 1 715年ごろで，その 2年後にはイギリス国籍を取

得している。その後かれは，兄にしたがってロンドンにやってきた弟ジャック・クレオパスと

ともに，海外貿易業と銀行業の経営をすすめた。かれらの商会はおもに西インド貿易やアメリ

カ植民地貿易を取り扱っていたが， 1730 年代に は ロ ン ド ン で も有数の西イ ン ド貿易商へ と成

長した。このピーター・サイモンとへラルト・ファン・ネックの結び、っきは，家族ぐるみのも

のであった。後述するように，ペテルの息子ジェイムズ・クレオポルド・サイモンもまた，ヘ

ラルトの遺言状に登場しているOさらにへラルトの死後も，ファン・ネック家とサイモン家と

の結び、っきは維持された。たとえば，ピーターの娘ふたりの結婚にさいしても，へラルトを継

いだ弟ヨシュアがこの姉妹の「マリッジ・セツルメント」の後見人となっている 3D。

「クーループ CJで特徴的なのは，女性の姿が数多くみられることである。これらの女性はす

べてユグノーであり，ヘラルトの友人の妻や寡婦から成っていた。そのなかには，弟ヨシュア

の妻とその母の名もみえる。このふたりは計 200ポンドの遺産を受け取っているOしかし，ユ

グノーの姿が目立ついっぽうで，イギリス人の姿はまったく認められな l \。つまり，へラルト

の私生活と深く結び、ついていた人びとは，遺言執行人に指定されたふたりを中核とした，多数

のユグノーと少数のオランダ人によって構成されていたといえる O

「ク、、ループ DJはすべて，ロンドン南部・テムズ河南岸のパトニにあったへラルトの豪邸で，

毎週金曜日の夜に開催されていたクラブに集った友人である 32)。計 18名の氏名がみえるが，

全員がユグノーである。もちろん， I グルー プ CJ の人び と も ま た ， ク ラ ブに は参加 し ていた

ことであろう。しかしたとえ妻が有力なユグノ一家系の出身であるとはいえ，オラン夕、、から

わたってきたへラルトの周囲がユグノーによって占められていたという事実は興味深し」ただ

いかれらへの遺贈はすべて， 100 ポ ン ド に と どま っ てい る O こ こ か ら も あ き らかに ， かれ ら

10-
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が「グループ CJと一線を画した存在であることがわかる。

「グループ EJは，さまざまな人びとから構成されている。このなかにはファン・ネック商

会の従業員とサーヴァントも含まれており，それぞれに 500ポンドと 400ポンドがまとめて贈

られている。また，ホーラティオ・ウォルポールの次男トマス・ウォルポールが 1 20ポンドの

遺贈を受けている。かれは，ホイッグ貴族による寡頭政を築きあげ約 20年の長期にわたり首

相として政界の中心であり続けたオーフォード伯ロパート・ウォルポールの甥にあたるO遺言

状が作成された時点ですでに，弟ヨシュアの娘エリザベスとの結婚が決まっていた。トマス・

ウォルポールの母メアリ・ランパートが有力な亡命ユグノーの娘であったように，かれもフラ

ンスとの関係が深かったことはその破天荒な後半生が示すところである 33)。また，遺言執行人

ペテル・シモンの息子ジェイムズ・クレオポルド・シモンが 1 00ポンド受け取っているように，

ここにも数名のユグノーの姿が認められるOなかでも重要なのが，親族以外の個人としては最

高額にあたる 1，200ポンドもの遺贈を受けた，ダニエル・(ジョサイア)・オリヴィエである。

ダニエルの祖父ジヨルダンは，フランス南西部のベアンの聖職者であった。かれは， 1685

年にナントの勅令が廃止されるとオランダのホラント州に逃れ，ブレダとハーグにあったユグ

ノ一難民の教会の聖職者となっている Oダニエルの父ジェローム・オリヴィエもロンドンのサ

ヴォイ教会の聖職者であった。かれは，おなじく聖職者を父にもつユグノー，ジュリー・ラ・

モット Juli e LaMotte と結婚 し ， 夕、、 ニ エ ルを も う けた。 ダニ エ ル も ま た ， 当初は聖職者 と し

ての道を歩みはじめたが， 1738 年よ り フ ァ ン ・ ネ ッ ク 商会で貿易業の徒弟と し て修行を開始

している。そのさい，ロンドンの市参事会員でラ・ロッシュ姓から改名したユグノー，ジョ

ン・ポータ(へラルトの遺言状 47番にその姿がみえる)と，その母(旧姓ドビューズ。すなわち，ヨ

シュアの妻の実家)の口添えがあったという 34)。ファン・ネック商会に雇われることになったダ

ニエルは，その後頭角をあらわし，へラルトの死後には弟ヨシュアの右腕として活躍すること

になる。ほかの従業員とは異なり，オリヴィエが個人的に高額の遺贈を受けていることは，か

れがすでに商会にとって重要な存在になっていたことを示している。

そのほか「グループ EJでは， Iグルー プ AJ の よ う な チ ャ リ テ ィ を 目的 と す る遺贈 ・ 寄付

が指示されている。へラルトの居住地であるパトニ教区の貧民にも， 200 ポ ン ド の遺産が分配

されている Oまた，それとは別口で， Iイ ギ リ ス人 ・ オ ラ ン ダ人 ・ フ ラ ン ス人の貧民に」 と指

示したうえで， 1 ，000 ポ ン ド も の高額を寄付 し て い る 。 かれの心性に形成さ れた文化的な差異

は，基本的にこの 3者の区別から成り立っていたのであろう 35)。

2-3. 遺言状にみ る社会的な結合と心性

へラルトの社会的な結び、つきやその心性について，この遺言状からどのようなことが浮かび

上がるだろうか。まず，出身地オランダとの結び、っきから考えたい。かれの弟や妹はヨシュア

-11
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を除いてすべてオランダに残ったが，へラルトからはその全員に莫大な額の贈与がおこなわれ

ている。へラルトとヨシュアがロンドンにわたったのちも，かれらと大陸に残った家族との紐

帯が緊密に維持されていたことがわかるであろう。

つぎに注目すべきは，へラルトと深いつながりをもっていたのが，ふたりのオランダ人で

あったという点、である。マシュー・デカーとチャールズ・ファン・ノッテンがヘラルトにもっ

とも近い存在であったことは，遺贈額や遺言状での特別の添え書きからも，ただちに了解でき

るであろう。

へラルトとオランダとの結び、つきを考えるうえでさらに重要なのが，オランダ人教会という

存在であるOシティの中心部オースティン・フライアズに鎮座するオランダ人教会は，ロンド

ンに滞在するオランダ人の宗教上の中心であっただけでなく，オランダ入社会の結節点として

の役割も担っていた36)。すでにみたように，ヘラルトはオランダ人教会に総額 1，200ポンドの

遺贈をおこなったが，それはフランス人教会に遺贈した金額の約 2倍にも達し，宗教やチャリ

ティを目的としたものとしては最高額であるOへラルトは 1727年にオランダ人教会の長老職

に就任しており，さらに弟のヨシュアもまた 1 739年におなじく長老職に就いている 37)。オラ

ンダ人教会の長老職は同教会における世俗の最高位にあたる役職であり，文字どおりロンドン

のオランダ人社会の指導的な立場にある人物が就任する職でもあった。へラルトとヨシュアも

その例外ではない。また，かれらは死後，ユグノーの妻ともにオランダ人教会に埋葬されてい

る 38) 。

しかし，これらの事実をもってしても，へラルトを出身地オランダとア・プリオリに結び、つ

けたり，両者の関係を本質的なものとして強調しすぎたりしてはならな~ \0 そ も そ も へ ラ ル ト

のオランダ入社会における位置を考えると，かれの遺言状に登場するオランダ人の姿はあまり

にも少ないだろう。また，オランダ人がへラルトの私邸で聞かれたクラブにまったく招かれて

いないことは，ヘラルトとオラン夕、、人のつながりがごく私的な関係を超えるような広がりをも

たなかったことを示唆しているO血縁関係者やごく一部の親しい友人を除き，オランダ人は遺

言状で重要な位置を占めていなかったと思われる。

このように考えると，オランダ人教会とのつながりの意味もまた， r額面」 どお り に受け

取ってはならないだろう。たしかにへラル卜のオランダ人教会との深いつながりは，信仰心に

もとづいた心性の内面に深く根ざすものかもしれない。しかし，かれの教会の役職を通じたオ

ランダ人社会における指導的な位置は，遺言状にはまったくといっていいほど反映されていな

L 、 。 そ れゆえ， オ ラ ン ダ人教会の長老職にあ っ た こ と やオ ラ ン ダ人教会への高額の遺贈は， 遺

言状に映し出されない程度のビジネス的なつながりを維持する目的も兼ねていたと思われる O

じっさい，オランダ人教会への信仰心を除き，へラルトの遺言状には，かれとオランダとの直

接的な結び、っきはうかがえない。

12-
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それでは，へラルトとオランダとの関係をどのように考えればいいのだろうか。へラルトに

とって「オランダ」という存在はあくまで，出身地にすぎなかったといえるOもちろん，へラ

ルトはあらゆる面でそれをじゅうぶんに利用したであろう。しかし，すくなくとも，それはか

れの行動を制約するようなものではなかった。たしかに，きわめて私的な空間にはごく少数の

オランダ人が存在したが，しかしそれでさえ，本質主義的な思考によってあたかも当然、のよう

に措定されるような存在ではなかった。オランダとの結び、っきは，遺言の執行人からオランダ

人教会にいたるまで，ヘラルトが本質的に有していたものではなし」むしろそれは，へラルト

の渡英によってはじめて形成され，強化されたとものと解すべきである。

へラルトの遺贈先で圧倒的多数を占めたのは，経済的な成功を求めてロンドンに移ったオラ

ンダ人ではなく，政治・宗教的な理由でやむなくロンドンに避難したユグノーであった。なか

でも，ヘラルトの遺言状には， Masse, Daubuz , Simond , Desmaretz , Aubert , Blacquiere ,

Porter(LaRoche), Liotard , Olivier と い っ た39) ， ユ グ ノ ー で も有力な家系をい く つ も みいだ

すことができるOダニエル・オリヴィエの例でもわかるように，ユグノーは血縁や地縁，ビジ

ネス上で、のパートナーシップなど，さまざまなかたちで相互に結び、ついていた。へラルトの社

会的な結び、っきは，おもにユグノーとの通婚や社交，ビジネスから形成されていたと考えられ

るO経済的な成功を求めてイギリスにわたったことで，へラルトはユグノーを中心とする結び

つきを構築するにいたったのだ。ロンドンという場がこの両者に結合の機会を与えたのである。

しかし，ロンドンにわたったとはいえ，へラルトのイギリス人との結び、っきは，オランダ人

やユグノーのばあいと比較すると，ひじように希薄なものであったといえよう。イギリスに関

わる遺贈の大部分は，イギリス人聖職者への寄進かチャリティを目的とするものであった。姪

の婚約者トマス・ウォルポールを除き，オラン夕、、人やユグノーのような社会的な結び、っきから

の遺贈はみられな l)。へラルトにとってイギリス人は遺言の対象に含まれるような存在ではな

かっ Tこ O

へラルト・ファン・ネックの結び、つきを見ると，かれがロンドンへ移動することによって生

起した文化の相渉の結果，かれをめぐってふたつのパターンの結び、つきが生まれたことがわか

る。第 1に，ごく一部の人びとを除き，オランダ人とは親密な結び、つきを形成しなかったこと。

第 2に，ユグノーとは文化的な境界を形成しなかったことである。つまりへラルトは基本的に

オランダ人とイギリス人を私的な空間から排除するとともに，ユグノーと密接な結び、つきを有

していたといえよう。

ここで重要なのがこの 2種類のつながりを単一の相でとらえてはならないことであるOへラ

ルトの遺言状には， 2 種類のつ なが り にそれぞれ呼応す るふたつの層が存在す る と考え られ る 。

第 1の層は「グループ CJを中心とするへラルトにとって最も私的な空間であるOそれは，家

族を中心としたオランダ人と，婚姻によって親戚関係を結ぶか家族ぐるみの親密な結び、つきを
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もつユグノーとから成る結合体である。第 2の層は友人から形成される社交的な結合体である O

これはもっぱら， rグルー プ DJ のユ グ ノ ー に よ っ て 占め られていた。 オ ラ ン ダ系の人びと の

姿はここにはなし」つまり，この遺言状には異なるふたつの結び、つきが存在するのではないだ

ろうか。さらに，それぞれの層で相渉の結果として発生した差異のあらわれかたが違っている

といえないだろうか。これは，個人の心性が重層的に構築されており，さらにそれぞれの層に

よって文化の境界が異なる様相を呈していたことを意味するO本質的な差異の存在を前提とし

て特定の層のみを注視していては，このような文化の相渉・連関にともなう差異の重層性をと

らえることは困難であろう。

3. ビ ジ ネ ス文化 と社会的結合の重層性

3-1.遺言状の限界

こうした重層的な心性とそれにもとづく社会的な結び、っきのありかたは，ファン・ネック商

会のビジネスや，オラン夕、、人やユグノーの経済活動にまで，大きな影響をおよぼしたと考えら

れる。しかし，これまで示したへラルトの結び、っきだけをもって，かれの社会的な結合関係を

すべて語り尽くしたと考えてはならなし」ここで，史料としての遺言状の限界を認識する必要

がある。なるほど遺言状には，日常ではあえて言明されないような家族や友人との精神的なつ

ながりや信仰のありかたなどが，みずからの死と向き合うことによってありのままに語られて

いるOそれゆえ，われわれにとって遺言状は，ある人物の心性を探るうえで，ほかには代え難

い史料的な価値を有する。

しかし，いや，だからこそ，遺言状からは，ビジネスや政治といった，いわば「無機的なつ

ながり」まではj手かび上ってこない。いうまでもなく，マーチャントであるへラルトにとって，

ビジネス活動はもっとも重要な位置を占めたことであろう。これら「無機的なつながり」は，

これまで明らかにしたような遺言状にみられる「有機的なつながり」とも相互に影響をおよぼ

しあっていたに違いなし」それゆえ，へラル卜の社会的な結び、っきの総体を明らかにするため

には，遺言状からこぼれおちたもの，すなわち，かれのビジネスにおけるつながりを別の史料

で補わなければならない。さらに，かれの重層的な結び、っきのありかたを総体的にとらえたう

えで，それぞれの層と層との関係もまた問わねばならないだろう。まず， 1750 年にへ ラ ル ト

が亡くなり経営が再編されるまでの，ファン・ネック商会のビジネス活動を追ってみたい。

3-2. ビ ジ ネ ス にお け る 帝吉び、っ き の あ り かた

時間はふたたびヘラル卜の渡英時にまでさかのぼる。ロンドン到着直後の 1 7 18年 3 月 14日，

へラルトは貿易商として活動するために，イングランド銀行に手形決済用の取引口座を開設し
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た 40)。弟ヨシュアは 1722年に兄のもとにわたり， 1726 年に は共同経営者と な る 。 それにあわ

せ取引口座の名義も iGerard andJoshuaVanNeckJ に変更さ れてい る O 以後， フ ァ ン ・

ネック商会は，へラルトが死去するまで iGerard &JoshuavanNeck& co.J と し て活動 し

ていくことになる。

1720 年代か ら1730 年代にかけての フ ァ ン ・ ネ ッ ク 商会の活動に は， 不明な点が多 し 、 。 当初

はおもに，オランダとの貿易に従事していたようであるOなかには，そのころのファン・ネッ

ク商会を「貿易商で船主」と記述する史料もある41 )0また， 1729 年か ら1732 年にかけて， ヘ

ラルトは東インド会社の取締役に就任しており，東インド会社との関係も深めていたと考えら

れる 42) o

当時の貿易商の多くがそうであったように，ファン・ネック商会は貿易業とあわせて金融業

も展開した。そのひとつに株式・債券取引の代理業があるOファン・ネック商会は，オランダ

を中心とするイギリス国外に住む顧客の代理人として，イギリス政府公債や各特権会社株式な

どを売買し，その利息・売買益などを代理として受け取って顧客へ送金していた。たとえば

1730 年7 月 に は， ヘ ッ セ ン方伯の寡婦キ ャ サ リ ー ナ ・ ア メ リ ア と 43) ， 1736 年8 月 に はへ ッ セ

ン公と取引している 44)。

ユグノーやオランダ人のなかには，それぞれの出身地とのつながりや，みずから築いた人的

なつながりを活用して，こうした証券・債券の取引業に従事する者が数多くみられた。たとえ

ば，さきに挙げたへッセンの貴族たちは，ファン・ネック兄弟の出身地であるハーグとの結び

つきを媒介にして取引しているOまた，へラルトから遺産を分配された友人たちのなかには，

チャールズ・ファン・ノッテンをはじめとして，イギリス政府公債を活発に取引していたこと

でその名が知られる人物が多数存在する。ヘラルトの後妻の実家デュトリ一家 Dutryとヨ

シュアの妻の実家ドビューズ家 Daubuzはともに，ロンドン・シティで証券取引ブローカー

としても著名だ45)。とりわけ，パトニのテムズ河畔を望むへラルト邸でのパーティに参加して

いた 18名のユグノーのうち， 10 名が証券取引 ブ ロ ー カ ー と し て活躍 してい た こ と は， 興味深

い46)。さらに，パーティに参加していたユグノーの近親にも，ファン・ネック商会と共同で証

券取引や政府公債の請負などをおこなっていた者がいた。たとえば，兄クロード・アマンドが

遺贈を受けたジョルジュ・アマンドは，ハンフ

したユグノ一である4幻7)」Oかれは，とりわけ七年戦争期には，ファン・ネック商会と政府契約や

政府公債の請負などを共同でおこなっている48) 0

ファン・ネック商会は，イギリス政府公債や外債の引受けや発行など，さらに大規模な金融

取引もおこなった。たとえば 1737年には，ジョン・パンスやジョン・ゴアとともに，神聖

ローマ帝国のいわゆる「コッパー・ローン (Copper Loan)J 32 万ポ ン ド の起債を共同で実施

している 49)。また 1 744年には，ジョン・ブリストウとともに，イギリスの同盟国であるサル
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ディニア国王へ戦費調達を目的とする 20万ポンドの融資をおこなうさいの出資保証人となっ

た50)。さらに 1749年には，イギリス政府の認可を受けたうえで，ジョン・ゴアとともにオラ

ンダの連邦総督へ 10万ダカットの融資をおこなっている 51 )。

当時のイギリス政府もまた，オーストリア継承戦争に莫大な戦費を必要としていた。ファ

ン・ネック商会はその調達で重要な役割を果たすことになるOたとえばファン・ネック商会は，

1744 年に お こ な われ た120 万 ポ ン ド の政府公債の起債で は， ジ ョ ン ・ ブ リ ス ト ウ や前述の

ジョン・ゴアとともに，かれらと同額の 15万ポンドを出資している。これはユダヤ人のサム

ソン・ギデオンの 30万ポンドにつぐものであった52)。戦費の調達や兵枯の維持に悩まされた

イギリス政府にとって，ファン・ネック商会はしだいに重要な存在となってしぺ。同時に，

ファン・ネック商会にとってもまた，イギリス人とのビジネスで、の結び、つきが，いっそう重要

になっていった。

この当時，ファン・ネック商会がビジネス上で、つながりをもっていたイギリス人は，前述し

たジョン・ゴアとジョン・ブリストウ，そしておなじく 1 744年債に 9万ポンド出資したピー

ター・バレル一世の 3名であった。ジョン・ゴアはハンフザルク貿易に従事し，その父・祖父は

ともにイングランド銀行取締役を歴任している。本人は 1720年の南海泡沫事件時に南海会社

の取締役をつとめていた。ジョン・ブリストウは，ポルト力、、ルを中心としてスペインや南アメ

リカ，西インド諸島との貿易を事業としていた。かれもまた南海会社の取締役を 30年の長き

にわたってつとめた。かれは 1733年から 24年間，南海会社の総裁代理にも就任しているO

ピーター・ノてレル一世もまた， 1724 年か ら1733 年ま で南海会社の取締役にあ り ， 1736 年か ら

死去する 1756年まで総裁代理をつとめた人物であるOかれは， 1732 年か ら翌年にかけてケ ン

トの州奉行(シェリフ)に， 1726 年か ら1738 年ま で は ロ イ ヤ ル ・ イ ク ス チ ェ イ ン ジ ・ ア シ ュ

アランスの取締役にも就いていた。なお，かれの弟メリック・バレルは，イングランド銀行の

取締役を 20数年間つとめ， 1756 年か ら は副総裁や総裁を歴任 し てい る 53) 0 こ の よ う に ， へ ラ

ルトのビジネスでのつながりはイギリス人にもおよんだ。しかも，かれらはロンドン・シティ

でも特権会社の中枢部に位置する人びとであった。

3-3. フ ラ ン ス と のつ なが り

ファン・ネック商会はプロテスタント陣営へ戦争資金や軍需物資を提供することによって事

業を拡大した。しかし，ファン・ネソク商会の活動は，イギリスというナショナリティに制約

されるものではなく，また， Iプ ロ テ ス タ ン ト ・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル」 に も と づ く 商人ネ ッ ト

ワークに予定調和的に収敬するものでもなかった。そのひとつの証左として，イギリスの宿敵

にしてカソリシズムの牙城フランスとの密接なつながりがあるOそれをもっともよく示してい

るのが，ファン・ネ yク商会によるフランスへのタバコ再輸出の独占であろう 54)。

16-



18 世紀 ロ ン ド ン貿易商の家族史 (坂本)

当時，フランスでイギリス植民地産タバコの需要が大きかったため，イギリス本国からの再

輪出貿易は莫大な利益が見込めるビジネスとなっていた。 1 740年代なかばまでは，ジョー

ジ・フイツツジェラルド商会による独占状態がつづいていた。しかし， 1745 年に ジ ャ コ バイ

ト反乱が発生すると，フランス政府と関係が深かった同商会にジャコバイト疑惑が浮上したた

め，同商会はロンドンでイギリス植民地産タバコの買い付けができなくなってしまう 55)0この

機をとらえたのがファン・ネック商会であった。へラルトはすでに，ジャコバイト反乱前の

1744 年9 月 に枢密院へ請願をお こ な っ てお り ， こ の時点でかれが本格的に こ の貿易へ参入 し

ようとしていたことがわかる。この請願はイギリス海軍による全捕を回避するためのパスポー

トの発行を目的としていたが，フランスへのタバコの再輸出の実態を伝えている。

近年，フランスはイギリスから 16万ポンドものタバコを買い付け， 60 隻 も の船舶を雇船

し，フランス以外の大陸市場では売れないようなさまざまな銘柄のタバコを買い取ってい

ます。もし，この戦争によってフランスがタバコを継続して入手できなくなってしまえば，

かれらはみずからの植民地でタバコの生産を増やしてしまい，イギリスのタバコ貿易は永

久に不振に陥ってしまうことでしょう 56) o

請願は植民地委員会へ付されたのち，翌年の 3月 23日にふたたび枢密院でファン・ネック商

会から意見聴取がおこなわれた57)。その結果，フランスからの帰路にかならず本国に寄港する

ことを条件として， 1745 年7 月4 日 に枢密院勅令に よ っ て フ ァ ン ・ ネ ッ ク 商会へパス ポ ー ト

が発行されている 58)。

それではなぜファン・ネック商会は，政府の公認のもとで交戦国フランスと貿易することが

できたのであろうか。その背景には，いわゆる「ペラム兄弟」とファン・ネック商会との関係

や，フランス政府とファン・ネック商会との結び、つきが考えられるO

へンリ・ペラムとその兄トマス・ホールズ・ペラムこと初代ニューカスル公爵はともに，ロ

パート・ウォルポール以来，庶民院で多数を占めていたホイッグ宮廷派の領袖として活躍して

きた。弟へンリ・ベラムは，オーストリア継承戦争の主戦派グランビル卿が失脚した後に，首

相の座に就く。かれはたくみな政治手腕によって 1 745年にはジャコバイト反乱を鎮圧し，そ

の後オーストリア継承戦争を終結させ， 1751 年に は至難の業 と さ れて い た政府公債の低利転

換を断行した。兄のニューカスル公爵は 1754年に弟へンリが急死したのちに首相の座を継い

でいる。 1760年にジョージ三世が即位し， Iペ ラ ム派の虐殺」 と 呼ばれる政変が起き る ま で，

ニューカスル公爵はつねにホイッグ貴族の最大の実力者であった。かれは，ホイッグ反宮廷派

や，その中心的な支持者であるシティの好戦的な商人が圧倒的に支持する政敵ウィリアム・

ピットの助力も得て，フランスとの大戦争となった七年戦争を指揮した。
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このペラム兄弟とファン・ネック商会は，政府公債の起債や戦時の政府契約などで，相互依

存的であった。ペラム兄弟が莫大な戦費の調達を円滑にすすめることによって政治的立場を強

化するいっぽうで，ファン・ネック商会がその資金を中心的に提供することによってへラルト

らは莫大な利益を獲得したのである。とりわけ七年戦争における両者の緊密な関係は，オラン

ダからの資金をイギリス政府公債に呼び込み，イギリスに最終的な勝利と大西洋帝国をもたら

す大きな要因となる 59)。この両者の関係は，近世ヨーロッパ貿易史の泰斗ヤコブ・プライスを

して， Iペ ラ ム の時代は フ ァ ン ・ ネ ッ ク の時代で も あ っ た」 と いわ し め る も のであ っ た60) 。

つぎに，フランスとファン・ネックとの結び、つきを考えよう。この両者の関係は，水面下の

非公式な外交折衝から，その一部が浮かび上がってくる。 1 744年，オーストリア継承戦争の

さなか，ドイツでフランス軍の将軍ベレール伯爵(のちに公爵)が捕虜となり，ロンドンへ護

送されるという事件がおきた61)。かれは 1 745年までウィンザ一城に留め置かれるのだが，と

きの国務大臣ニューカスル公爵とベレール伯とのやり取りの仲立ちをしたのが，へラルト・

ファン・ネックなのであるOへラル卜はその人脈によってフランス側とイギリス側との仲介を

つとめながら，ベル卿をパトニのファン・ネック邸に招待して歓待している。ベレール伯がイ

ギリス側から解放され，フランスに帰国したのちも，ヘラルトはかれと個人的な親交を維持し

ていたようである。

フランスに人脈をもっへラルトは，オーストリア継承戦争中，イギリス・フランス聞の非公

式な外交窓口としての役割も果たしていた62)。フランスの財務総監オリは， 1745 年に イ ギ リ

ス植民地産のタバコの課税問題を処理するため，パリの総徴税請負人であるジャン・フォルニ

エをロンドンへ派遣している。じつはフォルニエは，フランス政府の非公式な外交窓口として，

戦争の早期終結を交渉するという特命も帯びていた。イギリス側の非公式な窓口として，この

フォルニエと折衝したのもまた，へラルトであった63)。かれは，オラン夕、、のハーグにいた弟ラ

ンバルトの政治的なコネクションも利用しつつ，へンリ・ペラム，ニューカスル公爵，チェス

タフィールド卿といったホイッグ大貴族，すなわち和平派の非公式な窓口として，水面下でフ

ランス側と接触している 64)。かれはまた，フォルニエとペラム兄弟とを引き合わせてもいる O

結局，フランスが優勢であった当時の戦況や，イギリスの戦線離脱を恐れるオーストリアなど

の同盟国の動向，また，イギリス政府内の主戦派と和平派との角逐や，さらには出身地ドイ

ツ・ハノーファ領の利害に関心を寄せるイギリス国王ジョージ二世の意向など，政治情勢がこ

とさら複雑化したため，この和平交渉そのものは頓挫する。だが，これらの挿話は，へラルト

がイギリス政府首脳部だけではなく，フランス政府ともまた，緊密な結び、つきをもっていたこ

とを如実に物語っているといえよう。 だからこそへラルトは，フランスへのタバコ再輸出貿易

を独占できたのである O

ファン・ネック商会がはじめてこの貿易に参入したのは， 1730 年代末か ら1743 年にか けて
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18 世紀 ロ ン ド ン貿易商の家族史 (坂本)

表 2 対仏 タバコ再輸出のためのパス ポ ー ト 発行状況 (1 745年'"" 1748 年)

VanNecks P.How W.Alexander LeMaistres 総計

London 19 19

Bideford 6 6

Liverpool 10 10

日Thi teheaven 42 5 47

Pt.Glasgow 32 9 42

Greenock 8 10 18

Ayr 9 10

Dumfries 3 3 6

Kirkcudbright 2 3

計 131 5 24 161

出典: Price, J.M., FranceandtheChesapeake:AHistoryoftheFrenchTobaccoMono ρoly ， 1674-1791 ， αnd ofIts
Relationshi ρto theBritishandAmericanTobaccoTrades , (UniversityofMichiganPress , 1973), vol.I, p.575,
Table3

とみられる。ファン・ネック商会は当時，これを独占していたフイツツジェラルド商会のロン

ドン代理人になることによって，タバコ貿易にかかわるようになった。じつは，フィツツジェ

ラルド商会によるタバコ貿易業の決済銀行だったのが，のちにへラルトの遺言執行人に指名さ

れることになる，あのピーター・サイモンが率いる商会であった65)。ピーター・サイモンとへ

ラルトは，フランスへのタバコの再輸出貿易によって結び、ついていた。ファン・ネック商会は，

サイモン家との私的な結び、っきに加えて，ペラム兄弟やフランスと緊密な関係を築きあげてい

くことによって， 1745 年か ら タ バ コ の対仏再輸出貿易を ほぼ独占す る こ と に な る (表2 )66)。

つまり，へラルトの私生活で、の結び、つきや，政府公債の請負を起点とするイギリス政府要人と

の関係，さらにフランス政府高官との公私にわたる人脈によって，ヘラルトは「ファン・ネッ

ク商会のなかでも，もっとも利益が大きしリ事業を独占できたのである 67)。逆に，フランスへ

のタバコの再輸出貿易は，かれのもっとも私的な結び、っきと，ビジネスにおけるイギリス人と

の関係，宗派抗争を越えたカソリック国フランスとの人脈などを象徴するものであったといえ

ょう。

へラルトは，両国の和平交渉の窓口として重要な役割を担いつつ，ジャコバイト反乱による

ハノーヴァ朝フ。ロテスタント体制の危機にさいしては，ロンドンのイギリス人貿易商と一致団

結して，信用危機に陥ったイングランド銀行を支持している 68)。さらにへラルトは，フランス

人との個人的な信頼関係を活用して交渉の窓口をつとめつつも，イギリス政府にフランスとの

戦争を継続するための莫大な戦費を提供しているのである。へラル卜の政治的な立場やイギリ

ス政府首脳との結び、っきは，カトリソク国フランスとの密接な結び、っきによって強化されたの

である。だからこそ，逆説的ではあるが，ファン・ネック商会が優先的にカトリック国フラン

スとの戦争資金をイギリス政府に供給することが可能になったのであるOヘラルトのビジネス
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や政治活動は，ナショナリティあるいは「コスモポリタン」性や宗教の壁といった単純化を寄

せ付けない，融通無碍な相貌を呈していたのである。

3-4. 重層的な社会的結合

ここで，へラルト・ファン・ネックのビジネス上のつながりをまとめてみよう。現存する史

料から判明するかぎり，かれのビジネスには 3つの柱があったといえるOまず，イギリス政府

公債をはじめとする各種証券・債券類取引の代理人業やブローカー業務がある。これはおもに，

遺言状の「グループ DJの人びとと結び、ついた事業であった。つぎに，より大規模な公債類の引

き受け・発行業務があるOここではおもに，上層のイギリス人貿易商との緊密なつながりが観

察されるO最後に，フランスとのタバコの再輸出貿易があるOここからは，へラルトのもっとも

私的な結び、っきと，イギリス人政治家との関係，そしてカソリック教徒であるフランス人との

人脈が浮かび上がってくる。遺言状にはまったく姿をみせなかったイギリスの人びとが，かれ

のビジネス活動でひじように重要な役割を果たしていたこと。また，かれの商会を発展させる

うえで，きわめて重要な役割を果たしていたのが，カソリック教徒とのつながりであったこと。

さらに，遺言状にあらわれるような私的な結び、つきが，かれのビジネスにおいてもまた，一定の

役割を果たしていたこと。以上よりへラルトは，遺言状で観察されるような私的な結び、っきの

ありかたとは一変して，ビジネス活動においては文化の境界を形成しなかったといえる。文化

の境界性があらわれなかったことこそが，ヘラルトのビジネス文化の特徴であったともいえる。

同時に，へラルトのごく私的な結び、っきは，文化の境界があらわれないビジネスという層に

まで姿をみせた。しかも，こうした私的なレヴェルでの結び、つきが，政治・ビジネスの層では

「境界性」を発現することなく，それぞれのビジネスに深く関与していたこともわかるOある

いは逆に，こうしたビジネス上での結び、つきが，プライヴェイトな層における私的な結び、っき

の形成を促進したともいえよう。へラルトのビジネス文化の構成原理はまさに，文化の重層性

にもとづくものであった。

へラルトの社会的な結び、っきは，おおまかにいって三層から成っていた。親族やごく一部の

オランダから渡って来た人びとや，親族関係を結んだり家族ぐるみの交際をもったりしたユグ

ノーから構成される，もっとも私的な層。証券取引ブローカーを中心にユグノーのみで構成さ

れる社交的な層。さらに，これらふたつの層の人びとを含みつつ，イギリス人やイギリスと交

戦状態にあるカソリック教徒までを含んだ，ビジネス・政治の層である。これら三つの層は，

たがいに関係しながらも，まったく異なる文化の境界のありかたを示していた。へラルトの心

性もまた，さまざまな結び、っきに呼応した，重層的なものであったといえよう。つまりへラル

トは，オランダからロンドンへわたることによって，重層的な文化の相渉を経験したといえる

のである。
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4. 家族にみ る文化の変容

4- 1. 家族 と教育

それでは最後に，ファン・ネック家のなかにへラルトの経験を位置づけてみた~，。タイム・

スパンをより長くとって，家族による文化の相渉・連関の過程を確認したうえで，文化の境界

の変遷と家族の活動との関係をとらえる O

へラルトには子がなかった。ファン・ネック家はかれの死後，弟のヨシュアとその子どもた

ちによって 20世紀まで継がれてしぺ。ヨシュアとその妻マリアンヌ(メアリ・アン)のあいだ

には， 4 人の男子と4 人の女子， 計8 名の子が出生 して い る が， そ の う ち2 名 は天逝 し てい る 。

史料からは確認できない 1名(へル卜リューデ)を除く 7名のうち， 4 名 は ロ ン ド ン の フ ラ ン ス

人教会で， 3 名 はパ ト ニの教区教会で， それぞれ洗礼を受けてい る (表3) 。 ヨ シ ュ ア の子ど

ものうち，ヘラルトとヨシュアがともに長老職をつとめたオランダ人教会で洗礼を受けた者は

いな ~ 'oこれは，ファン・ネック家の家長へラルトの心性を反映したものであるといえる。同

時に，既述したように，オランダ人(教会)との結び、つきがけっして自明なものではなかった

ことも示している。

ふたりの男子の教育をみると，へラルトの死後の 1755年には長男へラルト・ウィリアムが

名門パブリック・スクールのイ一トン校に進み，イギリスの支配階層の子弟とともに伝統的な

エリート教育を受けている 69)。次男ヨシュア・へンリはジュネーヴに渡った後，兄と同じよう

にイ一トン校で教育を受けているOしかし，かれは兄へラルト・ウィリアムとは異なり，イ一

トン校を出たのちは父ヨシュアによってヨーロッパ商業社会でももっとも著名なオランダの大

商会 George Clifford& Son's に送 ら れ， ア ム ス テ ルダム でマ ー チ ャ ン 卜 と し ての実務を修行

している 70)。つまりヨシュアは，長男にイギリスの地主貴族としての途を歩ませ，次男に商会

を継がせようとしたと考えられる。

ここで注目したいのが，ファン・ネック家の私的な空間に変化の兆候があらわれていること

表 3ヨシュア・ファン・ネックの子どもと洗礼

氏名 生年月日 教会

( Elizabeth 1733 年5 月27 日 フランス人教会 (Saint MartinOrgarsFrenchHuguenot,London)
( Marianne 1736 年8 月26 日 国教会 (Putney， London)

( Gerard 1738 年1 月30 日 フランス人教会 (Saint MartinOrgarsFrenchHuguenot,London)
( Marguerite 1739 年4 月4 日 フランス人教会 (Saint MartinOrgarsFrenchHuguenot,London)
( Lambert 1740 年9 月28 日 国教会 (Putney， London)

( Gerard William 1743 年10 月3 日 国教会 (Putney， London)

( Joshua Henry 1745 年12 月24 日 フランス人教会 (Saint MartinOrgarsFrenchHuguenot,London)
( Gertrude 不明
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であるOヘラルトの存命中は，ノマトニ教区教会とその聖職者を除き，イギリスとの関係は私的

な層にはほとんど存在しなかった。しかし，ヨシュアの息子たちの教育にみられるように，

1750 年のへ ラ ル ト の死を境に， フ ァ ン ・ ネ ッ ク 家の私的な領域に イ ギ リ ス と の関係が し だい

に色濃くあらわれはじめる。

4-2. ウ ォ ル ポ ー ル家 と娘た ち

このことは娘たちの結婚のありょうをみるといっそう明確となる。長女エリザベスは 1750

年にすでに述べたように卜マス・ウォルポールと結婚する 7l)。たしかにトマスとの結婚は，へ

ラルトの存命中にウォルポール家とのあいだで取り決められていたものであった。しかし，両

家の結び、っきの強化はヨシュアの代に一層強化された。 1757年には， 4 女の マ ー ガ レ ッ ト が

トマスの弟リチヤードと結婚している 72 ) C図 1 )。これによって，ファン・ネック家とホイッ

グ貴族との結び‘っきは，亡命ユグノーを媒介することによって，しだいに深くなっていったと

いえる。

しかし，かのウィリアム・ホガースが名作「当世風結婚』でいみじくも描いたような， fC カ

ネが必要な)困窮した貴族」と fC名声を得たい)成り上がりの金満貿易商」との「定番」の「ス

キャンダラス」な結婚劇の一幕として，これらをかたづけてはならない。すくなくとも，ヨ

シュアの妻にしてエリザベスの母であるメアリ・アンは，娘の夫となるトマス・ウォルポール

に，わが子同様の深いいつくしみを注いでいたようである O生来の独立不罵にして筆不精の

「トム」が，メアリ・アンの夫ヨシュア・ファン・ネックの命によって貿易商の実務を修得す

るためにオランダに出かけていたとき，メアリ・アンは再三にわたりトムに書簡を送り， f娘

(エリザベス)は， C ト ム か ら の手紙がい っ こ う に届かな いの は 卜 ムが) 病気のせ し 1か も と ， 深い悲 し
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I I ICorneliusVanNeckT AnnadeG刊行

SirRobertWalpole Horatio.*Mary I *StephenDaubuz-寸一一
1stEarlof FirstBaronWalpoleI (つ 1 695 - 1783 ) I I
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(16781757) I I
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18 世紀 ロ ン ド ン貿易商の家族史 (坂本)

みと不安な表情を顔に浮かべ，ホワイトホール(政府)にまで手紙を出して何か起きていない

か確かめようとしています」と，ロンドンへの手紙を絶やさないように訴えている 73)。メア

リ・アンは， I夫 ( ヨ シ ュ ア ) は ， あ な たがど こ で何を し てい る のか， 手紙に ま っ た く 記さ れて

いないことに落胆しています」と書簡でトムの行状を諭しつつ，トムをコンスタンティノープ

ルにまで行かせたヨシュアの「冷たい仕打ち」の意味を繰り返し説き7ベトムに自制するよう

懇願しているO書簡は基本的には英語で、つづ、られているが，トムへの感情が高ぶるあまりか，

文中でいくたびとなく突然、，フランス語やオランダ語に変化している 75) 0 3 種類の言語が入 り

乱れる書簡は，イギリス・オランダ・フランスをめぐるメアリ・アンの複雑な心性のありかた

を示すとともに，愛する娘の幸せを念じつつ，娘婿がなんとか夫ヨシュアに気に入られるため

に懸命なメアリ・アンの姿も伝えているOたしかに，目的はビジネスや政治的なものだったか

もしれないが，そこから生まれた結び、つきがメアリ・アンや娘エリザベスのように家族のなか

で内面化されることもあったのだ。それに対して，トムはメアリ・アンの気持ちをどのように

受け止めていたのだろうか。残念ながら，これを確認する術はな L、。メアリ・アンは，マー

チャントの娘ということもあったためか，子ども服から食材にいたるまできわめて詳細にみず

からの手で出納簿をつけ，貴族の次男トマス・ウォルポールの家政を監督していたが76)， 1760

年に 27歳の若さで亡くなっている O

これらの書簡やトマスの妻としてのエリザベスの日常からは，家族における文化の相渉の一

端が垣間見える。とはいえ，ふたりの娘の結婚をもっぱらファン・ネック家のきわめて私的な

領域に閉じこめてもいけなし」そうではなく，あくまで重層的な心性を構成した社会的な結び

つきが相互に連関しながら起きた結果として，この出来事をとらえるべきであろう。

4-3. ヨ シ ュ ア の活動

へラルトの死後，ファン・ネック家を継いだヨシュアは， 1751 年12 月14 日 ， 准男爵に叙

せられた77)。前後 100年を見渡しても，オランダ出身者がイギリスの准男爵となった例は十指

に満たない 78)。エリート階層への土台を築いたヨシュアは翌年の 1 752年，イングランド東部

のサフォークに広大な地所を求めている 79)。それは，面積にして 1 7， 000エーカー，購入当時

の地代にして年約 8， 000ポンドの価値をもち 80)，当時の世俗貴族の平均的な所領に相当する規

模であった。ヨシュアは，中世からつづくこのマナの購入にさいしても，娘婿の父ホーラティ

オ・ウォルポールから助言を受けている。ホーラティオのアドヴアイスは，所領の中心にある

へウ。ニンガム・ホールに建てられていたマナハウスの外観や仕様の改造にもおよぶものであっ

た81)。この所領が位置したイース卜・アングリア地方は，地理的な条件からオランダなど大陸

の「低地地方」と関係が深かっただけではなく，ホイッグ大貴族の中心に位置するウォルポー

ル家の地盤にも近いという格好の条件を備えていた釦。

- 23



人文学報

こうしてウォルポール家との結び、っきはひじように緊密なものとなった。たとえば，トマ

ス・ウォルポールの父で、外交官としても活躍していたホーラティオ・ウォルポールが83)，死の

直前の 1 757年に男爵に叙せられたさいには，ヨシュア・ファン・ネックはニューカスル公爵

に頻繁に書簡を送り，積極的にホーラティオの後押しをおこなっている 84)。

ファン・ネック家はイギリスの地主貴族への途を歩みはじめた。社会的な結び、っきの変化が

ファン・ネック家のきわめて私的な空間に多大な影響を与えたのである。

しかし，ヨシュアは完全に地主貴族と化したわけではな L 、。「ファン・ネック商会はおそら

く，ロンドンで最大の取引規模をもっ商会であった」と，商会の実務を担当していたオリヴィ

エがのちに述懐したように夙むしろ 1 750年代から 1 760年代にかけて，ヨシュア・ファン・

ネックはロンドン・シティの政府減マーチャントを中心とした金融・商業界のまさに中心的な

存在となっていった(図 2 )86)。 ヨ シ ュ ア は， へ ラ ル ト が築い た ビ ジ ネ ス上の結び、つ き を維持

するどころか，はるかに凌駕する規模にまでそれを発展させたのである。すでに述べたように，

ホイッグ貴族の政府はそれをじゅうぶんに活用することによって，七年戦争という英仏が命運

をかけた世界戦争を勝ち抜くことができた。

図 2ファン・ネック家と公債請負人のビジネス関係

(太字は主要公債請負人および政府契約受注者。太字カッコは親族関係を示す。)
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へラルトの死の直後，ファン・ネック商会は経営体制を刷新している。へラルトを継いだヨ

シュアが筆頭経営者となり，そのパートナーとして娘エリザベスの婚約者トマス・ウォルポー

ルを迎えた。さらにヨシュアは，ヘラルトにその才能を見込まれていたジョサイア・オリヴィ

エもパートナーに昇格させている。すなわち， IVanNeck, Walpole, Olivier, &co.J と な っ

たこの商会の経営は，一見してわかるように 3名の経営者にオランダ人・イギリス人・フラン

ス人を 1名ずつ配するという独特なものとなった。へラルトの死後，かれをめぐる文化の相渉

は，家族的な層とビジネス的な層が連関するかたちで，ファン・ネック商会の経営のありかた

に集約されたのだ。

経営形態は変化したものの，タバコ貿易，政府公債の引受け，海外顧客の証券取引代理業と

いった事業内容は，ほとんど変わらなかった。しかし，その規模は劇的に拡大した。たとえば，

イギリス政府は大戦争となった七年戦争の戦費のほとんどを政府公債の発行によって調達した

が，ファン・ネック商会は各年度の起債においてつねに最高額を引き受けており，公債請負人

としてきわめて重要な役割を演じた。そのほかの公債請負人もまた，へラルトの私邸で聞かれ

ていた社交クラブの参加者の弟であるジョルジュ・アマンドをはじめとして，へラルトと共同

で事業をおこなっていた人物によってそのほとんどが占められている 87)。

ファン・ネック商会の業務はさらに，ジブラルタルやミノルカ，北米大陸やヨーロッパ大陸

への軍需物資の輸送・資金送金にまでおよんだ88) 0 1755 年に フ ァ ン ・ ネ ッ ク 商会か ら独立 し

たトマス・ウォルポールは，ヨシュアの影響力によってイギリス政府から多数の政府契約を受

注し 89)，それまでファン・ネック商会とともにそれを受注していたジョン・ゴアやジョン・ブ

リストウ，メリック・バレルやピーター・バレル，前述のアマンドなどと共同で政府契約業務

を遂行している 90)。同時にトマスはヨシュアの代理としてニューカスル公爵との公債発行交渉

を担った91)。へラルトが築いたビジネス上の結び、つきやニューカスル公爵などのホイッグ貴族

との相互依存的な関係は，ヨシュアにそのまま引き継がれ，さらに強化されていったといえる。

このように，イギリスとの関係が深まるにしたがって，へラルトの重層的な心性から生じた

さまざまなレヴェルの結び、っきは，それぞれ相互に作用しながら変質を遂げていった。これは，

へラルトの渡英によって文化が相渉した結果ヘラルトの心性に生まれた文化の境界が，ヨシュ

アに受け継がれるとともに，ふたたび文化の相渉を受けたため変容を遂げたことを意味する。

もちろん，へラルトとヨシュアは兄弟とはいえ，心性のありかたまで相似するとはいえない。

それゆえ，このような一連の変化は，もっぱらヨシュアとへラルトの心性の違いとして，かん

たんに説明できるのかもしれない。しかし，ヨシュアはまぎれもなく，ヘラルトが築きあげた

社会的な結び、つきを受け継いでいる。それは，オランダ人教会をはじめとして，ヘラルトの遺

言執行人ピーター・シモンといったきわめて私的な結び、っきから，ビジネスや政治上の結び、っ

きにまでおよぶ。まったく同一ではないにしても，ヨシュアの心性のありかたはへラルトのそ
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れと近似していたとおもわれるOそれゆえ，これらの変化は，先代のへラルトとその相続者で

あるヨシュアの心性の差異から生じたというよりむしろ，ファン・ネック家をとりまく外部環

境の変化から起きたと考えられる。

ヨシュアの代に起きた変化の要因は，外部環境の変化によってへラル卜から受け継いだビジ

ネスや政治的な結合関係が発展したことにある。たしかに，もっぱら遺言状に依ってへラルト

の心性をとらえるかぎり，へラルトの心性やへラルトの社会的な関係は，安定的で静態的なよ

うにみえる。そこでは，ビジネス・政治の層を除いて「イギリス的なるもの」は完全に排除さ

れていた。しかし，遺言状の内容はあくまで，死という一時点で，へラルトの心性や社会的な

結び、つきを瞬間的に凍結したものにすぎない。遺言状からへラルトの重層的な心性を動態的に

とらえることは至難の業である。とはいえ，それを過度に静態的にとらえて本質を誤って理解

してはならない。へラルトの重層的な心性は固定的なものではなく，つねに変容しつつあった

のであるOじっさい，遺言状にはあらわれないビジネスや政治的な結び、つきが変化することに

よって，遺言状にあらわれる社会的な結び、つきが変容している。この両者の関係は，その後

ファン・ネック家の総体として受ける文化の相渉・連関のありかたを規定した。へラルトの文

化相渉・連関の特質は，へラルトだけでとらえるのではなく，ファン・ネック家全体の文化相

渉・連関の進行のなかで理解することによって，その意味がいっそう明らかになるO

4-4. ヨ シ ュ ア の息子た ち

ヨシュアの長子へラルト・ウィリアムは， 1768 年に サ フ ォ ー ク の ダ ン ウ ィ ッ チ選挙区か ら

庶民院議員に選出された92)。ヨシュアの思惑どおり，ファン・ネック家は順調に地主貴族化し

つつあった。いっぽう，次男のヨシュア・へンリは 1 766年にファン・ネック商会のパート

ナーとなり，ダニエル・オリヴィエとともに経営にたずさわることになる 93) 0 1760 年に は ト

マス・ウォルポールに嫁いだ娘エリザベスが病没し94)，また， 1765 年に は年来の言動を改め

ないトマスと絶縁するという大きな変化があったものの，ファン・ネック家とその商会はヨ

シュアが期待した途を順調に進んで、いった。ヨシュアは 1777年 3月に没するが，その死亡記

事を掲載した『ジェントルマンズ・マガジン』は，ヨシュアを「ヨーロッパでもっとも富裕な

マーチャント」と評している 95) 0 r ヨ ー ロ ッ パ最大」 と いわれた商会の発展その も のが， へ ラ

ルトからはじまったファン・ネック家の文化の相渉・連関の結果にほかならない。

娘婿リチヤード・ウォルポールとジョサイア・オリヴィエを執行人に指名したヨシュアの遺

言状は，ヘラルトのものと比較して遺贈先は親族を中心としており，遺贈額も少なくなってい

るOしかし，ヨシュアもまたオランダ人教会に多額を遺贈しているほか，家族以外にも数名の

オランダ人やユグノーに遺贈をおこなっている 96)。さらに，ヨシュアとそのユグノーの妻はと

もに，へラル卜とそのユグノーの妻とおなじくオランダ人教会に埋葬されている 97)。ヨシュア
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は基本的にへラルトと同様の心性を有していたといっていいだろう。

しかしながら，商会のビジネス上のつながりや，地主貴族化しつつある長男を中心とした政

治的・社会的な結び、っきは，イギリスからの影響をますます深く受けていった。それにつれて，

ファン・ネック家の私的な領域もまた，イギリスからの影響を受けていった。ちょうどこの

18 世紀の中頃か ら後半にかけて は， 断続的につづ、 く 対外戦争の影響を受けて， 1 イ ギ リ ス 」 の

ナショナリティの構築が急速に進んだ時期でもある 98)。

ヨシュアを継いだ長子へラルト・ウィリアムは，サフォークの地主社会にあって，地方名望

家としての地位を確立しようしているOたとえば，そのころサフォークを訪れたフランス人

ラ・ロッシュフーコーの旅行記は，イングランド銀行やロンドン市長公邸「マンションハウ

ス」を手がけた名建築家ロパート・テイラーや，ゴシック様式建築を確立したジェイムズ・ワ

イアットによって建てられたへラル卜・ウィリアムの屋敷を「壮麗で，サフォークで唯一みる

に値する」と述べてこれ以上ない賞賛とともに，ウィリアム・ケントの弟子ランスロット・

「ケイパビリティ」・ブラウンの手になる庭園をこと細かく叙述している 99)。ヘヴニンガム・

ホールが当時のイングランド庭園の最先端の様式をそなえていたことからも，へラルト・ウィ

リアムがサフォークを代表する地主貴族として，それにふさわしい体裁をととのえようとして

いたことがわかる。また，アメリカ独立戦争時には，海軍の軍艦建造のための義摘金を拠出し

てイギリス政府側の支持を訴える愛国主義的な運動がサフォークに起きたが，ヘラルト・ウィ

リアムはこの動きに積極的にかかわり，サフォークの地主社会における最高水準の金額を出資

している 100)。

しかし，ヘラルト・ウィリアムの試みには限界があった。たとえば， 1790 年の庶民院議員

選挙では，ヘラル卜・ウィリアムの対立候補が「真のイギリス国教会と国家を」というスロー

ガンを掲げ， 1デ ィ セ ン タ ー の利害を代表 し て い る 」 と ， フ ァ ン ・ ネ ッ ク 家を激 し く 攻撃 し て

いる1OJ)。へラルト・ウィリアムじしんは国教会の教区教会で洗礼を受けているものの，選挙

戦で‘No Dutchman' な る著者が， TotheIndependentFreeholdersofSuffolk , (I pswich ?,

1790?)なるパンフレットを公刊したように，その出自が対立候補にとって格好の攻撃対象と

なったようだ。しかし，かれの心性に父祖がオランダ出身であったことの痕跡は見出せない。

へラルト・ウィリアムは 1 790年 5月に死去するが，かれの遺言状は遺贈先を家族に限定して

おり，父や叔父にみられたようなオラン夕、、人やユグノーの遺贈者は完全に姿を消している 102)。

へラルト・ウィリアムは未婚だったため，弟のヨシュア・へンリが 1 2・ 30万ポンドの遺

産と年価値 8， 000ポンドの所領」といわれた財産を相続した 103)。かれは兄の選挙区を継ぎ

1790 年よ り 庶民院議員 と な っ て い る 1 04 ) 。 さ ら に1797 年に は男爵 (ハ ン テ イ ン グ フ ィ ー ル ド男

爵・アイルランド貴族)に叙され，その所領も 19世紀中頃には年価値約 20， 000ポンドにおよび，

ファン・ネック家は名実ともにイギリスの地主貴族の家系となった 10 5)。へラル卜の心性にみ

27



人文学報

られたイギリスとの文化の境界は変容し，再定義され，ここに消滅したのだ。

へラルトの文化の境界は心性の各層ごとにあらわれたが，それらが弟・子孫に継承されてい

くにしたがい，各層の違いが均質化されていった。へラルトの心性や社会的な結び、っきにおい

て，家族の領域，社交の領域，そしてビジネス・政治の領域という各層の結び、っきのありかた

は相互に連関していた。そのうち，おもにビジネス・政治の領域が外部環境の変化によって変

容し，家族や社交の領域がそこから影響を受けたのである。さらに，プライヴェイトな層にお

ける変質は，ビジネス・政治の層の変質をより強化する方向へとフィードパック効果をもたら

したといえる。最終的には，変化を引き起こす震源であった「ビジネス・政治」の層そのもの

が変質を余儀なくされた。その結果，ファン・ネック (Van Neck) 家はマ ー チ ャ ン ト と し てで

はなく，典型的なイギリスの地主貴族ヴァネック (Vanneck)家として 20世紀までつづくこ

とになった 106)。

5. お わ り に

へラルト・ファン・ネックは，オランダからイギリスへ移動することによって重層的な心性

をもつようになり，同時にさまざまな人びととの多様な結合のありかたを構築するにいたった。

それは，へラルトとおなじく経済的な目的でロンドンにわたったオランダの人びとと，政治

的・宗教的な理由でフランスからロンドンに逃れたプロテスタント，そしてもとよりロンドン

に居住していた人びととのあいだで起きた文化の相互交渉によって生みだされた。へラルトの

空間の移動にともなう文化の相渉や連関を手がかりに，近世ヨーロッパ経済の頂点に至った貿

易商がどのような社会的結合を作り上げ，それがどのようにビジネスや日常生活を支えていた

のか，そしてこの「特殊」な経験が歴史的にどのような意味をもつのか，以下に結論としてま

とめたい。

へラルトにとって「オランダ人」とは，ごく一部の人びとを除いて「イギリス人」と同じ存

在であった。へラルトがオランダから移住してきた人物であるからといって， Iオ ラ ン ダ人」

とより密接な関係をもったわけではなし」また，かれがオランダを離れることによって， Iオ

ランダ人」としてのアイデンティティが逆に強化されたわけでもなし」へラルトにとって「オ

ランダ人」とは，かれの私的な領域から除外される存在であった。「オランダ人」は「イギリ

ス人」とともに文化の境界の「向こう側」に位置づけられる存在にすぎなかったのだ。すくな

くともかれらは，ナショナリティによるアイデンティティを共有する存在であったとはいえな

し可。

ヘラルトが文化の境界を共有したのは，かれとはまったく異なる理由でロンドンに逃れてき

たユグノーであった。へラルトは，家族的な領域においても，また，かれの邸宅を舞台にした
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社交的な領域においても，ユグノーとふかく結び、ついていた。「オランダ人」のばあいとおな

じく，こうしたユグノーとの関係もまた，文化相渉の結果として発生した文化の境界にほかな

らず，けっしてア・プリオリなものではな L、。これはロンドンという場でこそはじめて生まれ

た文化の相渉・連関の姿なのである。

私的な領域における明確な文化の境界の形成とは一変して，ヘラルトのビジネス文化は境界

を示さなし、。それは，萌芽期のナショナリティはおろか，当時，アイデンティティの構成要素

としてもっとも影響力をもっていた宗派の論理を超えるものでもあった。しかし，あくまでか

れのビジネス文化の中核を担ったのは，プライヴェイトな空間で文化の境界によって明確に形

成された結び、っきなのである。このようにへラルトのビジネス文化は文化の重層性によって支

えられていた。それは，文化の相渉・連関によってその都度生起した社会的な結び、っきと，そ

の結び、っきの源である重層的な心性があって，はじめて成り立ったといえよう。へラルトのビ

ジネス文化のおもしろさは，それが排他的なプライヴェイトの結び、っきによって支えられなが

らも，ビジネスの現場においてはその排他性が出現しなかったことにある O

近世ヨーロッパ商業資本主義で活躍した貿易商たちの活動がしばしば「コスモポリタン」的

とよばれる特色をもつことを考慮すれば，このコスモポリタン性がいかにして現れ，し、かにし

て維持されるのかという点で，へラルトおよびファン・ネック家の経験は興味深し」プライ

ヴェイトな活動における結合関係が差異性すなわち排除機能を発現せずにビジネスの中核に位

置し，かっ，差異を発現しないビジネス文化が存在しつつ差異を生み出すフ。ライヴェイ卜な層

も同時に存在するという，ヘラル卜の社会的結合の重層性や自在性は， Iナ シ ョ ナ リ テ ィ 」 が

メルクマール化する直前にあたる 18世紀中頃のこの貿易商のビジネス活動において，その文

化的な前提条件を形成するうえで枢要な役割を担ったといえる。

たしかにへラルトの経験は「特殊」な事例であって，大規模なプロポソグラフィ研究なら可

能かもしれない，近世ヨーロッパ貿易商すべてに通じる一般化にはさほど貢献しなし可かもしれ

ない。しかし，ひとりの貿易商やその家族の精査を通じて明らかされたこの「特殊」な経験こ

そが，かれを近世ヨーロ yパ商業世界の頂点へと押し上げ，結果的に近代世界におけるヘゲモ

ニーを掌握する一つのきっかけをイギリスに与えたことにも，歴史的な意味を認めることは可

能だろう。ナショナリティが構築途上にある近世という時代，とりわけその確立直前にあたる

18 世紀中期に ， 当時の世界経済の基軸であ る商業資本主義の世界でた ぐ い ま れな成功を収め ，

その頂点に登りつめた貿易商の活動を考えるうえで，かれとかれの家族の活動の根幹を構成し

た文化相渉・連関の経験は，たとえそれがし、かに「特殊」な経験であろうと，ビジネス活動の

文化的な前提条件として見過ごすことはできない。

本稿は，あるひとりの貿易商が空間移動することに伴った文化の相渉・連関に注目すること

によって，その社会的な結合のありかたや心性の重層性を明らかにしてきた。へラルト・ファ
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ン・ネックとその家族の文化相渉・連関が示すのは，近世ヨーロッパ商業資本主義のまさに頂

点に位置した貿易商の活動や，それを可能にしたロンドンという場の特性，そして近世最末期

というナショナリティのまさに萌芽期を生きた家族の変容である。これはすなわち，貿易商の

家族史にあらわれた，近世という時代とその終罵にほかならない。

この研究は平成 16年度文部科学省科学研究費補助金(若手研究 (B))による研究成果の一部

である。
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